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 原子力発電所の審査に関する説明会に関しての説明会に関しての要望 

 

 日頃は県政にご尽力くださいまして誠にありがとうございます。 

 此度、２月９日に福井市にて見出しの県民説明会を企画していただきまして

有難うございます。 

 １２月４日の大阪地裁の判決について抱いている県民の懸念、不安に応える

ためと存じています。つきまして、県民への説明会について次のことについて要

望させていただきます。県民の懸念、不安を解消するための一助になればと思い

ます。宜しくお取り計らいください。 

 

１，  今回の開催地は福井市であり、開催日が平日並びに開催時間が夜のこ

ともあり、原発のある嶺南の人は参加しにくいと思います。多くの県民が

参加できるよう開催地、開催日、開催時間等考慮してください。 

２，  １２月４日の判決に対する説明会であるならば、国からの説明だけで

なく、もう一方の当事者である原告からの説明会もあった方がより県民

の懸念、不安の解消になると思います。ご検討ください。 

３，  説明会に参加できない人のために質問を受け付け、質問、回答を公開す

る方法を考慮してください。 

４，  説明会の開催時間が１時間半と短く質疑応答の時間が少ないと思われ

ます。もう少し時間を長くしてください。また、説明する時間と質疑応答

の時間を明示してください。 


